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農
業
委
員
会
委
員
の
予
備
選
挙
に

つ
い
て 

 

一
「
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
」
が

改
正
さ
れ
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

二 

こ
れ
に
よ
り
、
農
業
委
員
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
農
業
者
に
よ
る
選
挙
に

よ
り
選
ば
れ
て
い
た
の
が
、
市
町
村
長

が
任
命
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

  

三 

そ
こ
で
私
は
、
適
任
の
人
を
公
平
に

選
ぶ
方
法
を
色
々
考
え
た
の
で
す
が
、

選
挙
以
外
に
よ
い
方
法
は
な
い
と
の

結
論
に
達
し
ま
し
た
。 

 

四 

一
人
か
二
人
の
人
を
任
命
す
る
の

で
は
な
く
、
広
く
加
茂
市
の
農
業
者
約

二
千
四
百
人
を
代
表
す
る
十
九
人
も

の
方
々
を
任
命
す
る
の
で
す
か
ら
、
選

挙
以
外
の
方
法
で
は
、
ど
う
し
て
も
市

長
か
市
の
担
当
職
員
か
数
人
の
農
業

者
か
が
実
質
は
独
裁
的
に
農
業
委
員

を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

市
政
報
告 

 

加
茂
市
長 

小

池

清

彦 
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五 

そ
こ
で
私
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
次

の
よ
う
な
や
り
方
で
十
九
人
の
農
業

委
員
の
う
ち
十
五
人
に
つ
い
て
、
候
補

者
が
十
五
人
を
超
え
た
場
合
は
、
予
備

選
挙
を
行
っ
た
結
果
を
参
考
と
し
て

任
命
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。 

 

⑴ 

従
来
ど
お
り
、
Ｊ
Ａ
に
い
が
た
南

蒲
、
中
越
農
業
共
済
組
合
及
び
加
茂

郷
土
地
改
良
区
か
ら
一
人
ず
つ
農

業
委
員
を
任
命
す
る
。 

 

⑵ 

新
し
く
定
め
ら
れ
た
中
立
委
員
に

つ
い
て
は
、
別
に
市
長
が
任
命
す
る
。 

⑶ 

残
り
の
十
五
人
の
農
業
委
員
に

つ
い
て
は
、
候
補
者
が
十
五
人
を
超

え
た
場
合
は
、
予
備
選
挙
を
実
施
し
、

そ
の
結
果
を
参
考
と
し
て
市
長
が

任
命
す
る
。 

 

六 

こ
の
よ
う
に
、
新
し
く
行
う
予
備

選
挙
は
、
そ
の
結
果
そ
の
ま
ま
当
選

人
が
決
ま
る
の
で
は
な
く
、
予
備
選

挙
の
結
果
を
参
考
と
し
て
、
市
長
が

決
め
て
任
命
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
七 

ま
た
、
候
補
者
が
十
五
人
に
満
た

な
い
場
合
で
も
、
候
補
者
全
員
が
当

選
人
と
な
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 
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八 

し
か
し
、
立
候
補
す
る
人
や
当
選

す
る
人
は
、
通
常
、
各
地
域
の
衆
望
を

担
っ
て
出
て
来
る
方
々
で
あ
り
ま
す

の
で
、
市
長
と
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
任

命
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
場
合
が
多

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

九 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
加
茂
市
で
は
、

十
五
人
の
農
業
委
員
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
一
般
農
業
委
員
と
称
し
て
、

予
備
選
挙
を
実
施
す
る
こ
と
に
し
て
、

本
年
六
月
三
日
㈯
か
ら
六
月
二
十
六

日
㈪
ま
で
、
推
薦
及
び
募
集
を
行
い

ま
し
た
。 

 

十 

そ
の
結
果
、
立
候
補
し
た
人
は
、
ち

ょ
う
ど
十
五
人
で
、
予
備
選
挙
を
行

う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

十
五
人
の
一
般
農
業
委
員
の
立
候
補

者
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
私
は

十
五
人
の
方
々
を
い
ず
れ
も
適
任
と

認
め
、
農
業
委
員
に
任
命
し
た
次
第

で
あ
り
ま
す
。 

 

十
一 

な
お
、
一
般
農
業
委
員
以
外
の

四
人
の
方
を
含
め
、
こ
の
た
び
農
業

委
員
に
任
命
し
た
方
々
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
ま
た
、
農
業
者
の
皆
様
へ
配
付
し

た
書
類
及
び
一
般
農
業
委
員
十
五
人
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の
選
任
要
綱
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お

り
で
す
。 

農業委員会委員 名簿 平成 29 年 7 月 20 日任命 

区 分 氏  名 農家組合 地区 元･現･新 

一般農業委員 小 柳 成 吾 岩 野 七谷 現 

 坂 上 辰 彦 下大谷 七谷 現 

 今 井 和 幸 上高柳 七谷 新 

 梅 田 守 康 黒水北区 七谷 新 

 飯 岡 佐 治 雄 元狭口 加茂 現 

 近 藤 サ チ 子 八 幡 加茂 現 

 佐 藤 愛 子 石 川 加茂 現 

 坂 内 長 市 岡ノ町 加茂 現 

 永 井 尚 文 天神林 下条 現 

 長 谷 川 正 典 興屋向 下条 現 

 増 井 敬 治 旱 田 下条 現 

 笠 間 栄 一 中興野 下条 新 

 加 茂 重 夫 下鵜森 須田 現 

 西 村 修 市 前須田 須田 現 

 渡 邊 繁 明 五反田 須田 新 

農 協 推 薦 小 日 向 和 雄 五反田 須田 元 

共 済 推 薦 淺 川 和 夫 川 西 加茂 新 

土 改 推 薦 吉 村 陽 介 岡ノ町 加茂 新 

中 立 委 員 小 池 俊 木  ― 加茂 新 
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平成２９年 ６月 １日 

 

  農業者の皆様へ 

 

加茂市長 小 池 清 彦 

 

 

加茂市農業委員会委員の任命にあたり 

予備選挙を実施することについて 

 

 

１ 「農業委員会等に関する法律」が平成２７年に改正され、平成２８

年４月１日から施行されました。改正法では、農業委員については、

これまでの選挙制度が廃止され、議会の同意を得て市町村長が任命す

ることになりました。 

  委員の任期は、従来どおり３年とされています。委員の定数につき

ましては、改正法の基準により、加茂市の場合は１９名以内となりま

すので、上限である１９名を定数と定めたところです。 

 

２ このように、農業委員は、今までのように原則として農業者による

選挙で選ばれるのではなく、市長が任命することになりました。 

 

３ そこで私は、適任の人を公平に選ぶ方法をいろいろ考えたのですが、

選挙以外によい方法はないとの結論に達しました。 

 

４ １人か２人の人を任命するのではなく、広く加茂市の農業者約 

 ２４００人を代表する１９人もの方々を任命するのですから、選挙 

以外の方法では、どうしても市長か市の担当職員か数人の農業者か

が独裁的に農業委員を選ぶことになってしまいます。 
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５ そこで私といたしましては、次のようなやり方で１９人の農業委員

のうち１５人について、候補者が１５人を超えた場合は、予備選挙を

行った結果を参考として、任命させていただきたいと存じます。 

(1) 従来どおり、ＪＡにいがた南蒲、中越農業共済組合及び加茂郷 

土地改良区から１人ずつ農業委員を任命する。 

(2) 新しく定められた中立委員については、別に市長が任命する。 

(3) 残りの１５人の農業委員については、候補者が１５人を超えた 

場合は、予備選挙を実施し、その結果を参考として市長が任命 

する。 

 

６ これまでの農業委員の選挙とこのたびの予備選挙の違いは、次のと

おりです。 

 

(1) これまでの農業委員の選挙は、改正前の農業委員会等に関する

法律に基づき加茂市選挙管理委員会が所管する選挙であったが、

このたびの予備選挙は、そのような選挙ではなく、予備選挙の事務

は、加茂市選挙管理委員会の事務局に委託するものである。 

(2) これまでの農業委員の選挙では、当選すれば農業委員になった

が、このたびの選挙では、その結果を参考として市長が任命するも

のである。従って、稀なケースとして予備選挙に当選しても市長が

任命しないこともありうる。 

 

７ このたびの予備選挙による１５人の農業委員の選任要綱は、別添の

とおりですが、その要点は、次のとおりです。 

 

(1) 推薦及び募集 

ア 推薦及び募集の期間は２４日間とし、このたびは６月３日 

（土）から６月２６日（月）までとする。 

イ この期間内に原則として、加茂市のすべての農業者は、候補者 
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の募集に応募することができる。 

ウ この期間内に個人又は法人・団体は、候補者を推薦することが 

できる。 

エ 候補者の推薦及び募集の事務は、農業委員会事務局が行う。 

 

(2) 候補者が１５人を超えた場合の予備選挙 

ア 候補者の数が１５人を超えた場合は、予備選挙を行う。 

イ 予備選挙の選挙権を有する人は、加茂市の区域内に住所を有し、 

年齢満１８歳以上の、次に掲げる者である。 

① １０アール以上の農地の耕作の業務を営む者又はその農地 

の耕作に従事する親族 

② １０アール以上の農地の耕作の業務を営む農地所有適格法 

人の組合員、社員又は株主（その農地の耕作に従事する者に 

限る。） 

ウ 投票 

① 投票日は市長が定め、投票日の７日前までに告示する。 

② 投票所は、加茂市役所２階の選挙管理委員会事務室とする。 

③ 投票時間は、午前７時から午後８時までとする。 

④ 期日前投票は、投票日の告示があった日の翌日から投票日の 

前日までの午前８時３０分から午後５時まで、加茂市役所４階 

の農業委員会事務室において行うことができる。 

⑤ 投票日に病院等に入院している者、疾病や負傷等により歩行 

が困難な者等の投票日に投票所で投票できない者は、投票時間 

終了までに必着の郵便により不在者投票をすることができる。 

⑥ 農業委員会事務局長、その指名する者及びそれぞれの候補者 

が一人ずつ届け出た選挙人は、点検に立ち会うものとする。 

⑦ 予備選挙の事務は、加茂市選挙管理委員会の事務局に委託す 

る。 

エ 候補者の名簿又は予備選挙の当選者の名簿に登載された者が 
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改正前の農業委員会等に関する法律において禁止されている 

行為に相当する行為を行った場合は、状況により、市長は 

その者を農業委員に任命しないことができる。 

 

８ このたびの１５人の農業委員の選任に関する日程は、次のとおりと

なります。 

 

平成２９年６月 ３日（土） 推薦及び募集開始 

６月２６日（月） 推薦及び募集終了 

７月 ２日（日） 予備選挙の告示（候補者の数が１５人 

         を上回った場合） 

７月 ３日（月）～７月 ８日（土） 期日前投票 

７月 ９日（日） 予備選挙投票日 

投票時間（午後８時）終了後即日開票 
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加茂市農業委員会の委員のうち、にいがた南蒲農業協同組合、中

越農業共済組合及び加茂郷土地改良区の関係の委員及び中立の

委員を除く１５人の委員の選任要綱  
 
（趣旨）  

第１条  この要綱は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号。以下「法」

という。）第８条第１項の規定に基づき市長が任命する加茂市農業委員会の委員のう

ち、にいがた南蒲農業協同組合、中越農業共済組合及び加茂郷土地改良区の関係の委

員及び中立の委員を除く１５人の委員（以下「一般農業委員」という。）の選任の手

続等に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。  
（推薦及び募集）  

第２条  市長は、一般農業委員の候補者（以下「候補者」という。）の一般的な推薦を

求めるとともに募集を行うものとする。  
２  推薦及び募集の事務は、農業委員会事務局が行う。  
 （任命）  
第３条  市長は、候補者の名簿又は第８条の予備選挙を行う場合は当選者の名簿を参考

として、所定の手続きを経て、一般農業委員を任命する。  
２  第１項の名簿登載者が、改正前の農業委員会等に関する法律において禁止されてい

る行為に相当する行為を行った場合は、状況により、市長はその者を農業委員に任命

しないことができる。  
（候補者の資格）  

第４条  候補者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、候補者となることができ

ない。  
⑴  破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  
⑵  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの者  
⑶  法令により農業委員との兼職が禁止されている職にある者  
（推薦及び募集の手続）  

第５条  候補者の推薦の求め及び募集（以下「候補者の推薦・募集」という。）につい

ては、次の各号のとおりとする。  
⑴  第２条の規定に基づき、個人又は法人若しくは団体が推薦する場合は別紙様式１

又は２により、文書をもって直接又は郵送により市長に提出するものとする。  
⑵  第２条の規定に基づき、募集に応募しようとする者は、別紙様式３により、文書

をもって直接又は郵送により市長に提出するものとする。  
（推薦・募集手続の周知）  

第６条  候補者の推薦・募集にあたっては、次に定める方法により農業者等への周知に

努めるものとする。  
⑴  市広報への掲載  
⑵  市役所前掲示場への掲示  
⑶  市ホームページ  
⑷  その他市長が必要と認める方法  
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（募集期間等）  
第７条  候補者の推薦・募集の期間（以下「募集期間」という。）は２４日間とする。  
２  市長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を整理し、市ホームペ

ージ及び市役所前掲示場に、募集期間の中間及び募集期間の終了後遅滞なく公表す

るものとする。  
３  前項の公表事項は法施行規則第６条の定めるところによる。  
（候補者が定数を超えた場合）  

第８条  候補者の数が１５人を超えた場合は、候補者を選任するための予備選挙を実施

するものとする。  
２  予備選挙を行う場合の事務は、加茂市選挙管理委員会の事務局（以下「選管事務局」

という。）に委託するものとする。  
（選挙権）  

第９条  加茂市の区域内に住所を有し、１０アール以上の農地の耕作の業務を営む者若

しくはその農地の耕作に従事する親族、又は１０アール以上の農地の耕作の業務を営

む農地所有適格法人の組合員、社員若しくは株主（その農地の耕作に従事する者に限

る。）で、年齢満１８年以上の者は選挙権を有する。  
（選挙人名簿）  

第１０条  募集期間終了後、予備選挙を行うこととなった場合、農業委員会事務局は、

募集期間開始日を基準日として選挙人となる者を記載した選挙人名簿を作成し、選管

事務局に送付しなければならない。  
（選挙の方法）  

第１１条  選挙は、投票により行う。  
２  投票は１人につき、１票に限る。  
３  選挙人は、投票所において、投票用紙に候補者１人の氏名を自書して、これを投票

箱に入れなければならない。  
４  選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。  
５  投票日は市長が定め、投票日の７日前までに告示する。  
６  投票所は、加茂市役所２階選挙管理委員会事務室とする。  
７  投票時間は、午前７時から午後８時までとする。  
８  期日前投票は、投票日の告示があった日の翌日から投票日の前日までの午前８時  

３０分から午後５時まで、加茂市役所４階農業委員会事務室において行うことがで

きる。  
９  投票日に病院等に入院している者、疾病や負傷等により歩行が困難な者等の投票日

に投票所で投票できない者は、投票時間終了までに必着の郵便により不在者投票を

することができる。  
１０  選管事務局は、投票録を作り、投票に関する次第を記載した書面を作成し、保存

しなければならない。  
（開票）  

第１２条  選管事務局は、前条第５項の期日後速やかに、加茂市役所４階会議室に於い

て、投票を混同のうえ点検するものとする。  
２  投票の点検が終わったときは、選管事務局は、速やかにその結果を市長に報告する

ものとする。  
３  農業委員会事務局長、その指名する者及びそれぞれの候補者が１人ずつ届け出た選
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挙人は、点検に立ち会うものとする。  
４  市長は、予備選挙の結果を速やかに公表し、市ホームページ及び市役所前掲示場に

掲出するものとする。  
（無効投票）  

第１３条  次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。  
⑴  所定の用紙を用いないもの  
⑵  候補者となることができない者の氏名を記載したもの  
⑶  １投票中に２人以上の候補者の氏名を記載したもの  
⑷  候補者の氏名のほか、他事を記載したもの  
⑸  候補者の氏名を自書しないもの  
⑹  候補者の何人を記載したかを確認し難いもの  
（開票録の作成及び保存）  

第１４条  選管事務局は、開票録を作り、開票に関する次第を記載した書面を作成し、

保存しなければならない。  
（その他）  

第１５条  この規定に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  
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別紙様式１

加茂市長　様
　推薦する者

職 業
年 齢 (自宅)　　　 －　　　－
性 別 (携帯)　 　　－　　　－

　推薦を受ける者
ふりがな

氏 名
職 業

生年月日 (自宅)　　　 －　　　－
性 別 (携帯)　 　　－　　　－

加茂市農業委員会委員　推薦申込書（個人用）

男　・　女

経
　
歴

農
業
経
営
の
状
況

電 話　　　　歳(推薦日現在)
男　・　女

氏 名 ㊞

平成　 　年　 　月　 　日
〒

住 所

推
薦
の
理
由

㊞

年　　月　　日（　　　歳） 電 話

a

主　　な　　作　　物

〒
住 所

農　地　面　積
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別紙様式２

加茂市長　様
　推薦する者

㊞ 構成員の数 人

　推薦を受ける者
ふりがな

氏 名
職 業

生年月日
性 別

農　地　面　積

a

（　　　　－　　　－　　　　）

(自宅)　　　 －　　　－
(携帯)　 　　－　　　－

〒

男　・　女

㊞
住 所

事務担当者の氏名・電話

年　　月　　日（　　　歳） 電 話

加茂市農業委員会委員　推薦申込書（法人・団体用）

法人又は団体の目的

その他

平成　 　年　 　月　 　日

代表者又は管理人の氏名

〒
法人又は団体の住所

法人又は団体の名称

推
薦
の
理
由

経
　
歴

農
業
経
営
の
状
況

主　　な　　作　　物
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別紙様式３

加茂市長　様
　応募する者

ふりがな

氏 名
職 業

生年月日 (自宅)　　 　－　　　－
性 別 (携帯)　 　　－　　　－

平成　 　年　 　月　 　日

加茂市農業委員会委員　応募申込書

〒

年　　月　　日（　　　歳） 電 話男　・　女

㊞
住 所

経
　
歴

応
募
の
理
由

農
業
経
営
の
状
況

主　　な　　作　　物農　地　面　積

a
















